
自由化申告に係る予備申告時の蔵置場所が本申告時に変更となった際、蔵置場所の管轄税関が当初の税関と
は違う税関になった場合であっても、申告変更できる。

自由化申告に係る予備申告（IDC）後、当初と異なる管轄税関の蔵置場所に変更可能化
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・予備申告後から本申告前まで
管轄税関が異なる蔵置場所への訂正が可能

・本申告後
従来通り、管轄税関が異なる蔵置場所への訂正不可。


